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船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー 第八光輝丸 

   船 舶 番 号 １３１４６６ 

   総 ト ン 数 ２８８トン 

 

   船 種 船 名 漁船 勇漁丸 

   漁船登録番号 ＫＡ３－２８５８０ 

   総 ト ン 数 ４.８トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２３年５月２７日 １３時３６分ごろ 

   発 生 場 所 香川県小豆島町地蔵埼南東方沖 

           地蔵埼灯台から真方位１４０°１,１００ｍ付近 

           （概位 北緯３４°２４.５′ 東経１３４°１４.６′） 

 

 

                       平成２３年１１月１７日 

                 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                    委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                    委   員  庄 司 邦 昭 

                    委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 ケミカルタンカー第八光輝
こ う き

丸は、船長ほか４人が乗り組み、地蔵埼南東方沖を西進

中、漁船勇漁
ゆうりょう

丸は、船長が１人で乗り組み、トロールによる漁ろうに従事して南進

中、平成２３年５月２７日１３時３６分ごろ両船が衝突した。 

 第八光輝丸は、船首部に擦過傷を生じ、勇漁丸は、左舷後部に破口を生じて転覆し

たが、両船に死傷者はいなかった。 

 

 



 - 2 -

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２３年５月３１日、６月９日 現場調査及び口述聴取 

  平成２３年６月１５日、２０日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第八光輝丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以

下「船長Ａ」という。）、Ａ船の二等航海士（以下「航海士Ａ」という。）及び勇漁丸

（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下「船長Ｂ」という。）の口述によれば、次のと

おりであった。 

  (1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、平成２３年５月２７日 

１０時１５分ごろ兵庫県東播磨港を出港し、香川県丸亀市丸亀港に向かった。 

    船長Ａは、出港操船後、１０時３０分ごろ、航海士Ａと当直を交替して降橋

した。 

    航海士Ａは、１３時１２分ごろ、小豆島町大角鼻
おおかどはな

灯台から１６５°（真方位、

以下同じ。）０.７海里（Ｍ）付近に達した頃、視程が約３～４Ｍであったが、

いつもより漁船及び航行船舶が少なかったので操舵を自動とした。 

    航海士Ａは、ふだんから昼夜間とも、視程が１Ｍ以上ある場合、２台ある 

レーダーのうち２号レーダーのみを使用していたので、操舵スタンドの左側に

２台並んだレーダーのうち操舵スタンド側の３Ｍレンジに設定した２号レー 

ダーを作動させるとともに目視による見張りを行いながら航行した。 

    船長Ａは、１３時１５分ごろ、大角鼻灯台から２０６°１.７Ｍ付近で昇橋

し、航海士Ａから針路が２６７°であり、前方に巨大船が、左舷後方にＡ船よ

りも速力の速い貨物船がそれぞれ同航しており、前方には漁船は見えない旨の
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引継ぎを受けて船橋当直を交替し、航海士Ａは、１３時１８分ごろ降橋した。 

    船長Ａは、前路に他船がいないものと思い、ふだんから昼夜間ともに視程が

１Ｍ以上ある場合には２号レーダーのみを使用していたので、２号レーダーと

目視による見張りを行いながら航行し、１３時２０分ごろ左舷船尾方３～４Ｍ

付近に約２５ノット（kn）で同航する船舶（以下「Ｃ船」という。）のレー 

ダー映像を認めた。 

    船長Ａは、操舵スタンドの後方に設置した椅子に腰を掛け、Ｃ船のレーダー

映像を見ながら航行中、１３時２２分ごろ、大角鼻灯台から１３２°２.６Ｍ

付近で速力を約１１.０kn とし、自動操舵のまま針路を約２７２°に変針した。 

    船長Ａは、Ａ船の前路には同航船のほかに他船はいないものと思い、双眼鏡

を使用せずに見張りを続け、１３時３２分ごろ、地蔵埼灯台から１０９°  

１.５Ｍ付近において、左舷後方約１.２ＭにＣ船のレーダー映像を認めたが、

Ｂ船のレーダー映像には気付かなかった。 

    船長Ａは、左舷方から追越し態勢で接近するＣ船の動静が気になったことか

ら、地蔵埼灯台から１４０°１,１００ｍ付近に差し掛かった頃、椅子から立

ち上がり、左舷側のドア付近に立ってＣ船の方を見ていたとき、船首付近に衝

撃を感じ、時計を確認したところ１３時３６分であった。 

    船長Ａは、機関を中立とし、左舷船尾方向を見て転覆しているＢ船を認め、

Ｂ船と衝突したことを知り、直ちに海上保安部に連絡して救助のために反転し、

転覆したＢ船の近くに戻って船長Ｂを救助した。 

   （写真１ Ａ船の船体、写真２ 船長Ａの本事故時の体勢 参照） 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０４時３０分ごろ香川県高松市鎌野漁港

を出港し、地蔵埼南東方沖から南西方沖に至る漁場で小型機船底びき網漁業の

トロールによる操業を始め、１２時００分ごろ地蔵埼灯台から０９８°２.２

Ｍ付近で５回目の投網を行い、西方に向けて約１.５～２kn の速力で自動操舵

によりえい
．．

網を開始した。 

    船長Ｂは、時々、目視で周囲の見張りを行いながら操舵室内で立って操船に

当たり、衝突の約１５分前に地蔵埼灯台から１１５°１,５００ｍ付近で左舷

後方にＡ船を初認したが、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い、

ＧＰＳプロッターと魚群探知機を見ながらえい
．．

網を続けた。 

    船長Ｂは、衝突の約５分前、地蔵埼灯台から１３２°１,０００ｍ付近に達

した頃、前路の海底に大きな岩が点在することから、同岩を避けてえい
．．

網を続

けるために針路を南方に向けた。 

    船長Ｂは、衝突の約３分前、針路及び速力を変えないでＢ船の前路に向かっ
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て航行してくるＡ船を見てＢ船に気付いていないと思い、Ａ船に対して汽笛を

吹鳴した。 

    船長Ｂは、汽笛を吹鳴したのでＡ船がＢ船の存在に気付いて針路を変えるも

のと思っていたが、Ａ船が針路及び速力を変えずにＢ船に向かってくるので、

危険を感じて船首に走って行き、海に飛び込んだ。その数秒後、Ｂ船の左舷後

部とＡ船の船首部とが衝突してＢ船が転覆した。 

    船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかったが、Ｂ船に積んでいた桶につか 

まっていたところを反転して戻ってきたＡ船に救助された。 

    Ｂ船は、船首だけが海面上に出て船尾が海中に沈んだ状態で僚船が連絡した

漁業協同組合の船により庵治
あ じ

漁港にえい
．．

航された。 

   （写真３ Ｂ船の船体 参照） 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年５月２７日１３時３６分ごろで、発生場所は、地

蔵埼灯台から１４０°１,１００ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、両船とも死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述並びに両船の損傷写真によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    船首部に擦過傷が生じた。 

   （写真４ Ａ船の損傷状況（船首部） 参照） 

  (2) Ｂ船 

    左舷後部に破口を生じて浸水して転覆した。機関及び機器類に濡損を生じた。 

   （写真５ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ６１歳 

      四級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 昭和４９年４月１２日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月２２日 

       免状有効期間満了日 平成２６年９月２０日 
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   ② 船長Ｂ 男性 ５２歳 

      二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免許登録日 昭和５１年３月１２日 

       免許証交付日 平成２１年１月２８日 

              （平成２６年７月２６日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、学校を卒業後、巻き網漁船に甲板員として乗船し

たのち、内航船及びタンカー船に乗船し、昭和４９年に海技免状を取得して

船長となり、昭和６１年に青野海運株式会社（以下「Ａ社」という。）へ入

社したのち、平成３年からＡ船の船長として乗船し、平成２０年にＡ社を定

年退職したが、再雇用され、Ａ船の船長として乗船していた。なお、地蔵埼

沖を航行した経験は数え切れないほどあり、同海域で形象物を掲げずに漁ろ

うを行う漁船がいることを知っており、形象物を掲げていなくても漁ろう中

かどうかの判断をすることができた。 

   ② 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、１８歳からハマチ及びのりの養殖業を営んでいた

が、平成７年６月にＢ船を購入し、Ｂ船の船長として小型機船底びき網漁業

のみに従事していた。 

  (3) 健康状態 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、本事故当時、健康状態は良好であり、視力は裸眼

で右眼が１.０、左眼が１.２、聴力は正常で、アルコール類は摂取していな

かった。 

   ② 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、本事故当時、健康状態は良好であり、視力は両眼

とも裸眼で１.０、聴力は正常で、アルコール類は摂取していなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３１４６６ 

     船  籍  港  愛媛県新居浜市 

     船舶所有者  Ａ社、株式会社ワークスネット 

     総 ト ン 数  ２８８トン 
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     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ５０.１３ｍ×８.６０ｍ×３.７０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ７３５kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成２年８月２４日 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＫＡ３－２８５８０ 

     主たる根拠地  香川県高松市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.８トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  １２.１０ｍ×２.９５ｍ×０.８６ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４８kＷ（漁船法馬力数） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成７年６月１６日 

 

 2.5.2 積載状態等 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、本事故当時は空船状態であり、喫水は、船首約 

    １.２ｍ、船尾約２.８ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.４ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

     Ａ船の操舵室には、中央部にマグネットコンパス及び操舵装置があり、右

舷側に機関操作レバー、機関関係計器などを組み込んだコンソールを、左舷 

側にＡＲＰＡ∗1機能のないレーダー２台を備え、ＧＰＳプロッター、エアー

                         
∗1  「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、自動衝突予防援助装置をい

い、レーダーで探知した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、

速力、最接近時間、最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝

突の危険が予測される場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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ホーン、ＶＨＦ無線電話及び居眠り防止装置を装備していた。 

     本事故当時、３Ｍレンジに設定した２号レーダー及びＧＰＳプロッターを

使用中であり、操舵室から船首方向の見張りの妨げになる構造物はなく、周

囲の見通しは良く、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

    （写真６ Ａ船レーダー 参照） 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

     Ｂ船の操舵室には、マグネットコンパス、レーダー、ＧＰＳプロッター及

び魚群探知機があり、電子ホーンを装備していた。 

     本事故当時、０.７５Ｍレンジに設定したレーダー、ＧＰＳプロッター及

び魚群探知機を使用中であり、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かった。 

     また、Ｂ船は、操舵室からは周囲の見通しは良かった。 

    （写真７ Ｂ船の操舵室内の状況 参照） 

 

２.６ Ａ船の運航状況及び船橋当直体制に関する情報 

 船長Ａ及び運航管理者の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) 主な積荷は、硫酸、水酸化ナトリウム、液体アンモニアであり、主に愛媛県新

居浜市新居浜港で積み、主に山口県山陽小野田市小野田港、同県岩国市岩国港、

岡山県岡山市岡山港及び阪神港で陸揚げしていた。また、大分県大分市大分港

で積んで東播磨港で揚げることもあった。 

  (2) 船橋当直は、航海時間が約１２時間の場合には４時間交替の３直制、６時間

の場合には３時間交替の２直制とし、通常は、航海士が単独当直を行い、機関

部の当直者が手の空いた時間帯に昇橋して見張りの補助に当たっていた。 

  (3) Ａ船は、本事故当時、航海時間が６時間未満であったので、出航操船を船長

Ａが行い、その後の船橋当直は、１０時３０分～１３時３０分までを航海士Ａ、

１３時３０分～丸亀港着岸までを船長Ａが行うこととしていた。 

 

２.７ Ｂ船の形象物に関する情報 

 船長Ｂの口述によれば、漁ろう中に掲げる形象物のことは知っていたが、本事故発

生場所付近で操業している漁船のほとんどが形象物を掲げずに漁を行っていたので、

ふだんから黒色鼓形形象物を掲げておらず、本事故当時も掲げていなかった。 

 

２.８ 船長Ｂの救命胴衣の着用状況に関する情報 

 船長Ｂの口述によれば、鎌野漁港の出入航時、同港から漁場までの往復時及び漁場
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内での移動時は、救命胴衣を着用し、えい
．．

網時は、作業の邪魔になるので救命胴衣を

脱ぐのが習慣になっており、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

 

２.９ 音響信号に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

    Ｂ船に対して注意喚起信号を行わなかった。また、操舵室の右舷側の扉及び

窓は締め切り、左舷側の扉は開けていたが、Ｂ船からの汽笛信号は聞かなかっ

た。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

    衝突の約３分前に電子ホーンにより短音４回を連続して吹鳴した。また、両

舷の扉は開けていたが、Ａ船からの汽笛信号は聞かなかった。 

 

２.１０ Ｂ船の操業に関する情報 

 船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

 Ｂ船は、週に５日出漁し、操業は１日に５～６回行い、１回の操業では、投網に約

１０分、えい
．．

網に約１時間３０分～２時間、揚網に約２０～２５分、魚の選別及び格

納に約２０分を要していた。主に底びき網漁でタイ、タコ、ヒラメ及びカレイを漁獲

しており漁期は周年であった。漁具は、直径約１０mm 及び長さ約６０ｍのワイヤ及

びロープを６本接続して引き索としていた。通常は、０４時ごろに出港して１８時ご

ろに帰港していた。 

 本事故当時、長さ約２４０ｍ延出してえい
．．

網を行っており、本事故当日５回目の操

業中であった。１４時ごろまでには操業を終え、あと１回操業して帰港する予定で 

あった。 

 

２.１１ 気象及び海象に関する情報 

 2.11.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の北北東約４.０Ｍに位置する高松地方気象台における本

事故当日１３時３０分の観測値は、次のとおりであった。 

     天気 曇り、風向 東北東、風速 ２.１m/s、気温 １８.７℃ 

   (2) 海上保安庁発行の潮汐表及び潮流図によれば、次のとおりであった。 

     本事故発生場所の西南西約９.５Ｍに位置する高松港における本事故当時

の潮汐は、ほぼ低潮時であり、地蔵埼南方沖における潮流は、約１.４kn の

西流であった。 
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 2.11.2 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時、本事故発生場所付近の気象及び

海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視程 約３～４Ｍ、潮候 上げ潮の

初期、潮流 約１kn の西流、波高 約１ｍ 

   (2) 船長Ｂ 

     天気 曇り、風向 東、風速 不詳、視界 良好、潮流 西流、波高 約

１ｍ 

 

２.１２ Ａ社の安全管理体制 

  (1) 安全管理規程及び運航基準 

    Ａ社の運航管理者及び船長Ａの口述並びにＡ社の安全管理規程及び同規程に

基づく運航基準によれば、次のとおりであった。 

   ① 安全管理規程 

     Ａ社は、安全管理体制を構築して安全管理規程及び同規程に基づく運航船

舶の具体的な運航基準を定め、安全管理の組織として本社に安全統括管理者、

運航管理者及び運航管理補助者３人を、東京営業所に運航管理補助者を１人

置いている。 

   ② 運航基準 

     運航基準には、狭水道の航行について次のとおり定められている。 

船長は、船舶所有者等と協議して別紙１の「航海当直配置表」を定め、

運航管理者へ報告するものとする。変更する場合も同様とする。 

ａ 通常航海当直配置 船橋当直者常時１人以上 

ｂ 狭視界航海当直配置 通常航海当直配置＋１人 船長は必ず昇橋 

ｃ 荒天航海当直配置 同上 

ｄ 狭水道航行配置 同上 

  (2) 運航管理者等の訪船及び安全教育 

    Ａ社が作成した安全管理規程は、Ａ船の操舵室に備え付けられていた。 

    運航管理補助者が月に２回以上、安全統括管理者が年に２回、運航管理者が

２か月に１回以上は訪船し、それぞれが安全運航に関する資料の配布、教育及

び指導を行っていた。Ａ船の乗組員に対し、ふだんからなるべく２人以上が昇

橋して見張りなどに当たり、機関部の当直者が手の空いたときに昇橋して見張

りに当たるように指導していた。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、１３時１５分ごろ、大角鼻灯台から２０６°１.７Ｍ付近を航

行中、船長Ａが昇橋し、航海士Ａから船橋当直を引き継いだ。 

    ② 船長Ａは、レーダーと目視による見張りを行って航行中、１３時２０分

ごろ、左舷船尾方３～４Ｍ付近に約２５kn の速力で同航するＣ船のレー

ダー映像を認めた。 

    ③ Ａ船は、１３時２２分ごろ、大角鼻灯台から１３２°２.６Ｍ付近で速

力を約１１.０kn とし、針路を約２７２°に変針した。 

    ④ 船長Ａは、椅子から立ち上がり、操舵室左舷側のドア付近に立ってＣ船

の方を見ていたとき、船首付近に衝撃を感じ、その後、Ｂ船と衝突したこ

とを知った。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、１２時００分ごろ、地蔵埼灯台から０９８°２.２Ｍ付近で黒

色鼓形形象物を掲げずに針路を西方に向け、約１.５～２kn の速力で小型

機船底びき網漁のトロールによる漁ろうを開始した。 

    ② 船長Ｂは、衝突の約１５分前、地蔵埼灯台から１１５°１,５００ｍ付

近で左舷後方にＡ船を初認したが、そのうちにＡ船がＢ船を避けてくれる

ものと思い込み、ＧＰＳプロッターと魚群探知機を見ながらえい
．．

網を続け

た。 

    ③ Ｂ船は、衝突の約５分前、地蔵埼灯台から１３２°１,０００ｍ付近に

達した頃、前路には海底に大きな岩が点在することから、同岩を避けるた

めに針路を南方に向けた。 

    ④ 船長Ｂは、針路を南方に向けてえい
．．

網中、Ａ船が針路及び速力を変えず

に接近してくるので、汽笛を吹鳴したが、なおもＢ船の前路に向かってく

るので危険を感じて海に飛び込み、その数秒後、Ｂ船がＡ船と衝突して転

覆した。 

 

 3.1.2 衝突の状況 

  ２.１及び２.３から、Ａ船の船首部とＢ船の左舷後部とが衝突したものと考えら

れる。 
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 3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１及び 3.1.1 から、本事故の発生日時は、平成２２年５月２７日１３時３６

分ごろで、発生場所は、地蔵埼灯台から１４０°１,１００ｍ付近であったものと

考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

    ① ２.４(1)から、船長Ａは適法で有効な海技免許を、船長Ｂは適法で有効

な操縦免許をそれぞれ有していた。 

    ② ２.１(2)及び２.８から、船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかったも

のと考えられるが、船舶職員及び小型船舶操縦者法により、航行中の小型

漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合は救命胴衣を着用しなけ

ればならないと定められていることから、この定めを遵守する必要がある。 

   (2) 船舶 

    ① 2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

    ② ２.７から、Ｂ船は、ふだんから操業中に形象物を掲げていなかったも

のと考えられるが、海上衝突予防法により、漁ろうに従事している船舶は、

灯火又は形象物を表示しなければならないと定められていることから、こ

の定めを遵守する必要がある。 

 

 3.2.2 Ａ船の船橋当直の引継ぎ状況 

  ２.１から、船長Ａは、１３時１５分ごろ、大角鼻灯台から２０６°１.７Ｍ付近

で昇橋し、航海士Ａから針路が２６７°であり、前方に巨大船が、左舷後方にＡ船

よりも速力の速い貨物船がそれぞれ同航しており、前方には漁船は見えない旨の引

継ぎを受け、船橋当直を開始したものと考えられる。 

 

 3.2.3 見張り及び操船の状況に関する解析 

  ２.１及び 2.5.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① 船長Ａは、自動操舵とし、操舵スタンドの後方に設置した椅子に腰を掛

けて当直を行っていたが、この位置からは、船首方向の見張りの妨げにな

る構造物はなく、操舵室からの前方の見通しは良かった。 

    ② 船長Ａは、航海士Ａから前方には漁船は見えない旨の船橋当直の引継ぎ
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を受け、前路に他船はいないものと思い込んでいた。 

    ③ 船長Ａは、双眼鏡を使用しないで、目視と３Ｍレンジに設定した２号 

レーダーとによる見張りを行い、１３時２０分ごろ、左舷船尾方３～４Ｍ

付近に約２５kn の速力で同航するＣ船のレーダー映像を認め、その後、

左舷後方約１.２ＭにＣ船のレーダー映像を認めたが、Ｂ船のレーダー映

像には気付かなかった。 

    ④ 船長Ａは、椅子から立ち上がり、操舵室左舷側のドア付近に立ってＣ船

を見ていたとき、衝突の衝撃を感じた。 

    ⑤ 船長Ａは、船橋当直交替時の引継ぎにより、前路に他船はいないものと

思い込んでいたことから、前方の適切な見張りを行わず、Ｂ船に気付かな

かった。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、自動操舵として操舵室内で立って操船していたので、周囲の

見通しは良かった。 

    ② 船長Ｂは、衝突の約１５分前、左舷後方にＡ船を初認したとき、そのう

ちＡ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、その後、ＧＰＳプロッター

と魚群探知機を見ながらえい
．．

網を続けた。 

    ③ 船長Ｂは、針路を南方に向けてえい
．．

網中、Ａ船が針路及び速力を変えな

いでＢ船の前路に向かってくるので、Ｂ船に気付いていないと思い、Ａ船

に対して電子ホーンにより注意喚起信号を行った。 

    ④ 船長Ｂは、Ａ船がなおもＢ船の前路に向かってくるので衝突の危険を感

じ、船首から海に飛び込んだ。 

 

 3.2.4 気象及び海象に関する解析 

  ２.１１から、天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視程 約３～４Ｍ、潮汐 

ほぼ低潮時、波高 約１ｍ、潮流 約１.４kn の西流であったものと考えられる。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、2.5.3、3.1.1、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考え

られる。 

   (1) Ａ船は、１３時１５分ごろ、大角鼻灯台から２０６°１.７Ｍ付近を航行

中、船長Ａが昇橋し、航海士Ａから前方には漁船は見えない旨の船橋当直の

引継ぎを受け、前路に他船はいないと思い込んだ。 

   (2) 船長Ａは、操舵スタンドの後方に設置した椅子に腰を掛けて当直を続け、

１３時２２分ごろ、大角鼻灯台から１３２°２.６Ｍ付近で速力を約１１.０
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kn とし、針路を約２７２°に変針した。 

   (3) 船長Ａは、目視と３Ｍレンジに設定したレーダーとによる見張りを行い、

１３時２０分ごろ左舷後方３～４Ｍ付近に同航するＣ船のレーダー映像を認

めたが、Ｂ船のレーダー映像には気付かなかった。 

   (4) 船長Ａは、船橋当直交替時の引継ぎにより、前路に他船はいないものと思

い込んでいたので、前方の適切な見張りを行っていなかったことから、Ｂ船

に気付かなかった。 

   (5) Ｂ船は、１２時００分ごろ、小型機船底びき網漁のトロールによる漁ろう

を開始した。 

   (6) 船長Ｂは、衝突の約１５分前、左舷後方にＡ船を初認したとき、そのうち

Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い込み、ＧＰＳプロッターと魚群探知機

を見ながらえい
．．

網を続け、衝突の約５分前、地蔵埼灯台から１３２° 

    １,０００ｍ付近に達した頃、針路を南方に向けた。 

   (7) 船長Ｂは、衝突の約３分前、Ａ船が針路及び速力を変えないでＢ船の前路

に向かってくるので、Ｂ船に気付いていないと思い、Ａ船に対して電子ホー

ンにより注意喚起信号を行った。 

   (8) Ｂ船は、上記(7)と同じ針路及び速力で航行中、船長Ｂが衝突の危険を感

じ、Ｂ船の船首から海に飛び込み、その後、Ａ船と衝突して転覆した。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、地蔵埼南東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船がトロールによる漁ろう

に従事して南方に向けて航行中、船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったため、

Ｂ船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 船長Ａが適切な見張りを行っていなかったのは、船橋当直交替時の引継ぎにより前

路には他船がいないものと思い込んだことによるものと考えられる。
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付図１ 推定航行経路図
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写真１ Ａ船の船体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの本事故時の体勢 
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写真３ Ｂ船の船体 
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写真４ Ａ船の損傷状況（船首部） 
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写真５ Ｂ船の損傷状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ Ａ船レーダー 
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写真７ Ｂ船の操舵室内の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




